
規

則 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
四
月
一
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
教
育
局
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

   

第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「 

「 

」 

を 

」 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
及
び
義
務

教
育
指
導
課 

高
校
教
育
指
導
課
、
生

徒
指
導
課
、
保
健
体
育

課
及
び
義
務
教
育
指

導
課 


